
ぷ』、
寸

井

町

民

家

調

査

の

概

奈
良
県
橿
原
市
に
あ
る
今
井
町
は
、
中
世
都
市

(
寺
内
町
〉
の
様
相
を
よ
く
伝

え
、
古
い
民
家
を
多
数
残
し
て
い
る
場
所
と
し
て
、

特
に
著
名
で
あ
る
。
こ
の

町
の
民
家
に
つ
い
て
は
、
昭
和
初
年
、
東
京
大
学
関
野
克
教
授
を
代
表
者
と
す
る

今
井
町
住
宅
調
査
団
に
よ
る
調
査
が
あ
り
、
そ
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
今
西
一

郎
氏
住
宅
の
重
要
文
化
財
指
定

(ロ
・6
-
m
)
が
実
現
し
た
の

却
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
川
の

姐
重
要
性
は
、
今
西
家

一
軒
の
存

自
在
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

服
そ
れ
は
第
一
に
は
、
都
市
の
古

伶
い
姿
を
よ
く
保
持
し
て
い
る
こ

h
ソ通

と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
指
定

γ
J
 

悶
仰木

物
件
級
の
民
家
が
ま
だ
相
当
数

今
升
町
民
家
調
査
概
要

第 l図

て あ
今る
井 こ
岡I と
は で
総あ
合 る
的 。

に し
広 た
くが
保 つ

護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ

要

研

建

造

物

究

室

い
て
は
い
ま
だ
十
分
な
施
策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
。

当
研
究
所
に
お
い
て
は
、
か
か
る
点
を
考
慮
に
い
れ
、
文
化
財
の
特
別
研
究
の

一
部
と
し
て
、
今
井
町
の
詳
細
な
調
査
を
計
画
し
て
い
る
。
昭
和
4
年
度
は
、
小

範
囲
に
つ
い
て
予
備
的
な
調
査
を
行
な
っ
た
。

調
査
は
昭
和
羽
年
日
月
、

奈
良
女
子
大
学
家
政
学
部
住
居
学
科
に
よ
る

「
今
井

町
の
住
生
活
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
併
行
し
て
行
な
わ
れ
た
。
調
査
区
域
は
本
町

通
り
(
今
西
家
住
宅
の
面
す
る
東
西
の
道
路
)
と
御
堂
筋
(
本
町
通
り
の
南
の
道
路
、
称

今主
リが
面
し
て
い
る
)
の
両
側
、
お
よ
び
東
部
町
割
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
ず
フ
ロ

ッ
ク

で
あ
っ
て
、

そ
の
範
囲
内
の
民
家
を
悉
皆
調
査
し
た
。

調
査
対
象

口
O

件
の
う

ち
、
実
際
に
調
査
し
得
た
の
は

に
∞
件
で
あ
っ
て
、
達
成
率
司

自
%
と
な
り
、

か
な
り
よ
い
成
績
を
得
た
。

た
だ
し
調
査
内
容
は
、

民
家
調
査
一
般
か
ら
見
れ

ば
、
第
1
次
調
査
に
相
当
す
る
簡
単
な
も
の
に
と
ど
め
た
。
す
な
わ
ち
、

1 

現
状
平
面
図
の
作
成

2 

概
略
復
原

写
真
撮
影

建
立
年
代
の
調
査

等
で
あ
っ
た
。
以
下
調
査
結
果
の
概
略
を
報
告
す
る
。

3 4 
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

オ
ヲ

ナ
カ
ノ
マ

プ
ツ

7

ナ
ン
ド

は

町

並

の

構

成

今

井

の
町
は
、
大
規
模
な
家
と
小
規

模
な
家
、

ご
戸
建
と
長
屋
建
、

と
い

っ
た
よ
う
に
、
異

っ
た
形

態
、
規
模
の
民
家
の
混
在
に
よ

抑

型

っ

て
、
そ
の
町
並
が
構
成
さ
れ

六
明
て
い
る
。
調
査
し
た
民
家

】色

四
件
の
う
ち
か
ら
、

特

殊

な

も

販
の
(
例
え
ば
土
蔵
を
改
造
し
た
も

州
の
)
、特
に
新
し
い
も
の
、
改
造

今
が
甚
大
で
旧
状
が
判
断
で
き
な

取
地
い
も
の
、
等
を
除
き
、
残
余
を

訓
第
復
原
し
て
計
算
す
る
と
、

棟
(
H

企
世
帯
分
)

に
な
る
。
こ

A 

れ
を
分
類
す
る
と
、
小
規
模
な

家
が
大
規
模
な
家
よ
り
ず
っ
と

二関取

多
く
、
棟
数
で
白
%
、
世
帯
数

で
百
%
を
占
め
て
い
る
。

大
規
模
な
家
(
四
間
取
以
上
〉
お
棟

小
規
模
な
家
(
三
間
取
以
下
〉

侃
棟
。
。
日
世
帯
分
〉

こ
の
数
は
今
井
町
全
体
の
平
均
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
東
の

e

フ
ロ
ッ
ク
は
、
大
規

模
な
家
の
少
な
い
場
所
と
し
て
意
識
的
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
外

(お
世
帯
分
)

し
て
、
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
で
あ
る
本
町
通
り
と
御
堂
筋
を
と
っ
て
み
て
も

20 

と
な
っ
て
い
て
、
や
は
り
小
規
模
な
家
の
方
が
ず

っ
と
多
い
。

次
に
は
二
戸
建
、
長
屋
建
の
別
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
総
数
で
い
え
ば

一
戸
建

印
棟
(
印
世
帯
分
)
長
屋
建
お
棟

(η
世
得
分
)

と
な
っ
て
、
世
帯
数
で
ほ
X
半
々
と
な
る
。
次
に
こ
れ
を
さ
ら
に
細
か
く
見
ょ

う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
規
模
な
家
に
は
長
屋
建
は
ま
っ
た
く
な
い
(
例
外

的
に
、
小
規
模
な
家
と
2
軒
で
長
屋
に
な
っ
て
い
る
例
は
あ
る
が
〉
。
こ
れ
に
対
し
小
規

模
な
家
に
は
二
戸
建
、
長
屋
建
の
両
方
が
あ
る
。
そ
の
比
率
は
だ
い
た
い
半
々
で

あ
る
が
、
世
帯
数
に
な
お
せ
ば
長
屋
建
の
方
が

2
倍
以
上
に
な
る
。
す
な
わ
ち
小

規
模
な
家
侃
棟
は

一
戸
建
白
棟
(
鈍
世
帯
分
〉
長
屋
建
白
棟
(
河
世
帯
分
〉

に
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
で
わ
か
る
と
お
り
、
長
屋
建
は

1
棟
当
り
N
-
M

世
帯
弱
と

な
る
。
つ
ま
り
長
屋
に
は
二
戸
建
が
多
く
、
三
戸
建
が
こ
れ
に
混
入
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
三
戸
建
長
屋
の
一
軒
一
軒
は
、
規
模
が
き
わ
め
て
小
さ
い
。

沼
平
面
町
家
で
あ
る
か
ら
、
平
面
は
す
べ
て
通
庭
式
で
あ
る
。
通
庭
が

向
っ
て
右
に
つ
く
も
の
、
左
に
つ
く
も
の
の
両
者
が
あ
る
が
、
数
で
は
右
の
方

が
多
い
。
す
な
わ
ち

右

通

庭

左

通

庭

不
明
そ
の
他

大
規
模
な
家

小
規
模
な
家

H
O
N
 

山
崎
棟
(
鈍
世
帯
分
)
}ιv

J

4

E

・

日
棟

(
回
世
帯
分
)
」
三日

部
棟
(
H
H

寸
世
帯
分
)

別
世
帯
分
}

回
世
帯
分
十

6
世
帯
分
)

長
屋
に
は
二
戸
建
と
一
一
一
一
戸
建
と
が
あ
る
が
、
三
戸
建
は

1
世
帯
分
の
規
模
が
き

計

H
A
H

世
帯
分



わ
め
て
小
さ
く
、
ほ
と
ん
ど
二
間
取
平
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。
長
屋
内
部
は
同
一

平
面
の
二
戸
ま
た
は
三
戸
か
ら
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
打
ち
返
し
平
面
も
か

な
り
あ
る
。

通
庭
を
右
に
と
る
か
左
に
と
る
か
を
決
定
す
る
要
因
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
考
え
う
る
原
因
と
し
て
は
、
左
記
3
点
が
あ
る
。

-

通
庭
を
東
に
と
る
。
こ
れ
は
奈
良
県
下
に
広
く
普
及
し
て
い
る
住
宅
の
基
本

で
あ
る
。今
井
町
の
場
合
も
、
道
路
の
北
側
又
は
南
側
に
建
つ
も
の
で
数
え
る
と

東

土

間

的

世

帯

分

西

土

間

引

世

帯

分

と
な
っ
て
、
東
側
通
庭
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
お
東
ま
た
は
西
向
き
の
家
で
は

南
側
通
庭
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

2

側
面
道
路
側
に
通
庭
を
と
る
。
前
面
ば
か
り
で
な
く
、
左
右
い
ず
れ
か
の
側

面
に
も
道
路
が
ま
わ
る
家
で
は
、
そ
の
道
路
ぞ
い
に
通
庭
を
と
る
。
こ
の
よ
う

な
敷
地
の
民
家
幻
例
中
、
通
庭
を
道
側
に
と
る
も
の
は
幻
例
を
数
え
、
そ
う
で

な
い
も
の
日
例
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
。

3

町
の
木
戸
口
側
に
通
庭
を
と
る
。
町
の
西
端
に
近
い

M
世
帯
分
を
と
っ
て
み

る
と
、

今
西
家
を
ふ
く
め
西
通
庭
が
ロ
世
帯
分
も
あ
っ
て
、
他
地
区
と
は
比
較

に
な
ら
ぬ
程
、
西
通
庭
の
率
が
高
い
。
こ
れ
は
木
戸
口
に
近
い
方
に
通
庭
を
と

っ
た
結
果
と
み
ら
れ
よ
う
。

庭
の
巾
は
家
の
広
狭
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
も
っ
と
も
小
規
模
な
家
で
は
、
通

庭
の
巾
は

1
間
で
、
こ
の
う
ち
に
半
聞
の
物
置
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
や
L
家
の

規
模
が
大
と
な
れ
ば
正
味
1
間
と
な
り
、
大
規
模
な
家
に
な
る
と
、
通
庭
の
巾
は

数
聞
に
及
び
、
な
か
に
シ
モ
ミ
セ
が
と
ら
れ
る
。

部
屋
部
分
は
二
間
取
、
三
間
取
、
六
間
取
が
基
本
形
で
あ
る
。
調
査
し
た
う
ち

今
井
町
民
家
調
査
概
要

で
は
:
一点
開
票
皇
帝
分
と
い
ち
ば
妥

草
刈
き
い
で
主
閉

霊

殿

仏

間
取
m
u
世
帯
分
と
令
、づ
き
、
こ
れ
で
全
体
の
川
四
%
を
占
め
る
冬
と
之

k
zp残
，余

は
特
殊
形
で
あ
る
。

4

二
間
取
は
ミ
セ
と
オ
ク
の

2
室
か
ら
な
る
。
三
間
取
で
は
、
こ
の

2
室
の
聞
に

ナ
カ
ノ
マ
が
入
る
。
小
さ
な
三
間
取
の
家
で
は
、
ナ
カ
ノ
マ
は

3
畳
程
の
狭
い
部

屋
と
な
っ
て
い
て
、
二
間
取
か
ら
三
間
取
に
移
行
す
る
過
程
を
み
せ
て
い
る
。
次

に
六
間
取
は
三
間
取
の
上
手
に
さ
ら
に

3
室
が
つ
く
形
で
あ
っ
て
、
こ
の
列
の
部

屋
は
前
か
ら
ミ
セ
オ
ク
、
ナ
ン
ド
、
ブ
ツ
マ
と
呼
ば
れ
る
。
た
だ
し
六
間
取
の
よ

う
な
大
規
模
な
家
に
な
る
と
、
さ
ら
に
上
手
に
座
敷
等
が
つ
く
こ
と
も
多
く
な
る

の
で
、
変
化
形
が
出
て
く
る
。

二
階
に
は
本
二
階
と
、
物
置
程
度
の
ツ
シ
の

2
種
が
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、

古
い
家
、
小
規
模
な
家
は
ツ
シ
で
あ
り
、
新
し
い
家
や
規
模
の
大
き
な
家
で
は
本

二
階
建
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
ど
こ
も
改
造
が
大
き
い
の
で
、
な
お
精
査
が
必

要
で
あ
る
。

C

建
立
年
代
今
回
の
調
査
の
範
囲
内
で
は
、
建
立
年
代
を
直
接
知
る
こ

と
が
で
き
る
家
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
o

形
式
手
法
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
年
代
の

古
い
家
は
主
と
し
て
大
規
模
な
家
に
み
ら
れ
、
小
規
模
で
長
屋
建
の
家
で
は
、
よ

ほ
ど
古
風
に
み
え
て
も
、
江
戸
末
期
ど
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て

も
、
初
期
に
は
ま
だ
江
戸
時
代
の
流
れ
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

今
回
の
調
査
は
予
備
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
継
続
し
、

さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
都
市
の
構
成
要
素
で
あ
る
民
家
の
実
態
が
明
確
と

な
り
、
そ
こ
か
ら
都
市
保
存
方
策
の
展
望
も
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

伊
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